
第三級陸上特殊無線技士試験問題 

 

（１） 

（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

 

 法  規  １２問 

 無線工学  １２問 

 

〔１〕 無線局の免許人は、識別信号（呼出符号、呼出名

称等をいう。）の指定の変更を受けようとするときは、

どうしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

１ 総務大臣に識別信号の指定の変更を届け出る。 

２ あらかじめ総務大臣の指示を受ける。 

３ 総務大臣に免許状を提出し、訂正を受ける。 

４ 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。 

 

 

 

 

〔２〕 「無線局」の定義として、正しいものはどれか。

次のうちから選べ。 

 

１ 免許人及び無線設備を管理する者の総体をいう。 

２ 無線設備及び無線設備の操作の監督を行う者の

総体をいう。 

３ 無線設備及び無線従事者の総体をいう。ただし、

発射する電波が著しく微弱で総務省令で定めるも

のを含まない。 

４ 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体を

いう。ただし、受信のみを目的とするものを含ま

ない。 

 

 

 

〔３〕 電波の主搬送波の変調の型式が角度変調で周波数

変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がアナ

ログ信号である単一チャネルのものであって、伝送

情報の型式が電話（音響の放送を含む。）の電波の型

式を表示する記号はどれか。次のうちから選べ。 

 

１ Ｆ３Ｅ 

２ Ａ３Ｅ 

３ Ｆ７Ｅ 

４ Ｆ８Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕 無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付

を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見

した日から何日以内にその免許証を総務大臣に返納

しなければならないか。次のうちから選べ。 

 

１ １０日 

２ ７日 

３ ３０日 

４ １４日 

 

 

 

〔５〕 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸

上の無線局の空中線電力１００ワット以下の無線設

備（レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信

を行う無線局の多重無線設備を除く。）の外部の転換

装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

を行うことができる周波数の電波はどれか。次のう

ちから選べ。 

 

１ ２１ＭＨｚ以上 

２ １,２１５ＭＨｚ以上 

３ ４,０００ｋＨｚから２５,０１０ｋＨｚまで 

４ ２５,０１０ｋＨｚから９６０ＭＨｚまで 

 

 

 

〔６〕 総務大臣が無線従事者の免許を与えないことがで

きる者はどれか。次のうちから選べ。 

 

１ 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 

２ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か

ら５年を経過しない者 

３ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か

ら２年を経過しない者 

４ 日本の国籍を有しない者 

 

２４問 １時間        法    規 



第三級陸上特殊無線技士試験問題 

 

法    規 

 

（２） 

〔７〕 一般通信方法における無線通信の原則として無線

局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。

次のうちから選べ。 

 

１ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔で

なければならない。 

２ 必要のない無線通信は、これを行ってはならな

い。 

３ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤

りを知ったときは、通報の送信終了後一括して訂

正しなければならない。 

４ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付し

て、その出所を明らかにしなければならない。 

 

 

 

〔８〕 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停

止を命ずることができるのはどの場合か。次のうち

から選べ。 

 

１ 無線局が必要のない無線通信を行っていると認

めるとき。 

２ 無線局の発射する電波が他の無線局の通信に混

信を与えていると認めるとき。 

３ 免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて

無線局を運用していると認めるとき。 

４ 無線局の発射する電波の質が総務省令で定める

ものに適合していないと認めるとき。 

 

 

 

〔９〕 総務大臣から無線従事者がその免許を取り消され

ることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。 

 

１ 電波法又は電波法に基づく命令に違反したとき。 

２ 免許証を失ったとき。 

３ 日本の国籍を有しない者となったとき。 

４ 引き続き５年以上無線設備の操作を行わなかっ

たとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔10〕 無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命

令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、

どうしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

１ 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告

する。 

２ その無線局の免許人等にその旨を通知する。 

３ その無線局の免許人等を告発する。 

４ その無線局の電波の発射を停止させる。 

 

 

 

 

 

 

 

〔11〕 無線局の免許状を１箇月以内に総務大臣に返納し

なければならないのはどの場合か。次のうちから選

べ。 

 

１ 無線局の運用の停止を命じられたとき。 

２ 無線局の免許がその効力を失ったとき。 

３ 免許状を破損し、又は汚したとき。 

４ 無線局の運用を休止したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

〔12〕 無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解

任したときは、どうしなければならないか。次のう

ちから選べ。 

 

１ 速やかに総務大臣の承認を受ける。 

２ ２週間以内にその旨を総務大臣に届け出る。 

３ １箇月以内にその旨を総務大臣に報告する。 

４ 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 

 


